
ビスマルク社会保険の社会的必然性論

藤　　田　　伍　　一

I　問題の所在

　1880年代のドイツにおいて開花した一連の社会保険（いわゆるビスマルク社

会保険と称される1883年の疾病保険法Krankenve胴ichermgsgesetz，1884年

の災害保険法Unfa11versicherungsgesetz，1889年の廃疾・老齢保険法Gesetz，

betr．die　Inva1idi跳s－und　A1tersversichermg）は，1878年の社会主義者鎮圧

法Sozia1istengesetzに対応するものとして，すたわちrムチPei七sche」に対
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）
する「アメZuckerbrot」として構想されたとする見解が一般的である。しか

し，「ムチ」と「アメ」の対応形態については2様の解釈がみられる。第1は，

社会主義者鎮圧法を基底に据えて社会保険が構築されたとみる見解（ムチとア

メの並列型）である。Schmo11erに代表されるこの見解は，むしろ社会政策論

の立場から強く主張されたもので，ビスマルク社会保険の特殊た成立事情を看
　　　　　　　　（2〕
過するものであった。これに対して第2の見解は，ドイツ労働運動史の実証研

究を基礎にして，社会主義者鎮圧法の「限界」から社会保険め登場を説明する
　　　　　　　　　　　　　　　（3〕
見解（ムチとアメの直列型）である。この見解の最大の誤謬は，「社会主義者

鎮圧法の限界」を「ムチの限界」と誤認したことである。こうした誤謬を取除

くためには，「ムチ」や「アメ」を政策手段としてではなく，政策手段を通して

表現される「機能」として把握したおすべきではないかと思われる。

　本稿はこの第2の見解の批判的反省に立って，ビスマルク社会保険の必然性

を検討する。我々は，社会主義者鎮圧法とビスマルク社会保険の構造的連関を
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解明する鑑として，ビスマルク社会保険制度の先行形態と目される救済金庫

Unte胴t廿tzungska搬nの社会的機能に着目し，これとの関連から社会主義者鎮

圧法の限界を検討し，ビスマルク社会保険，特に従来の救済金庫を保険トレー

ガーとして成立した疾病保険に中心的視野を定めて，その必然性を明らかにす
（4〕

る。

　　　n　救済金庫制度の歴史

　　　　　　（5〕
　救済金庫制度の発展は強制金庫Zwangsk棚enたる坑夫組合金庫Knapp－

schaftskassenと任意金庫freie　Kas醐。der　freiwinige　K鵬enたるツンフ

ト的系流の共済金庫Hi1fsk鵬enの2系譜を持つ。本稿はこのプロイセン方式

といわれる絶対主義的な金庫把握を意味する「強制」と労働者の自主的な金庫

運営を意味する「任意」の対抗概念の中に，ビスマルク社会保険の本質規定要

因が潜んでいると考える。

　坑夫組合金庫とはManeSの保険辞典によれば，鉱山労働者を構成員とする
　　　　　　　　　　　　　　　｛6）
協同組合的相互救済組織を意味する。坑夫組合金庫は鉱山労働に伴う業務上の

危険から坑夫の結束を促し，相互救済の機関として既に14世紀から実現され
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7〕
ていた。鉱山業の絶対主義的把握の典型は，1796年のブロイセソー般州法

a11gemeines　Landr㏄htにみられる。その坑夫組合金庫規定は，（1）給付対象

を拡張し，災害のみならず疾病にも賃金全額を4～8週間に亘って給付し，12）
　　　　　　　　　　　　　　　　　｛8〕
給付義務を雇主に課した点を特徴とする。この規定は労働者を金庫から引離す

こと，雇主醸出に伴う給付条件の強化によって労働者を体制的に把握すること
　　　　　（9〕
を狙いとした。19世紀中葉に至ると，資本制的生産様式の鉱山進出に対抗して

鉱業法Bergr㏄htの再編強化が開始される。1851年のプロイセン鉱業法はそ

の鏑矢であり，ビスマルク社会保険の原型たる1854年プロイセン鉱業法に至

ってその基礎的過程をほぼ完了する。

　1854年プロイセン鉱業法がビスマルク社会保険の直接前提とみられる理由は，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（lo〕
同法が加入強制と雇主および被傭者の醸出義務を規定したためである。更に，

技術面では，保険料支払技術としての賦課方式，廃疾保険技術として豊富な経
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験材料が指摘されよう。注意すべきは，こうした労働者の加入義務規定と醸出
　　　　　　　　　　　　　　　（11〕
一義務規定が，組合員を完全給付資格者と最低給付資格者に分類し，雇主の醸出

義務規定に基づく金庫参加と相まって，組合内部の身分制的序列の定着を促し

た事実でおる。このため坑夫組合金庫は闘争的性格を全く鍋奪されてしまった。

「ザールの王」といわれた鉱山業大資本家St㎜mが，1869年の北ドイツ達邦

議会で，坑夫組合金庫をモデルとして一般工業労働者に対する強制老齢・廃疾
　　　　（12〕
保険を提案した背後には，このような坑夫組合の歴史的性格があったと考えら

れる。

　次に，共済金庫の発展過程を簡単に追跡する。強制規定を導入した1845年
　　　　　　　　　　　　　　　　（13）
プロイセン営業条例Gewerbeor㎞㎜g，およびこれを近代的工場労働者にまで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（14〕
拡充し，雇主の醸出義務を明文化した1849年営業条例は，それまでの「任意

金庫」から「強制金庫」への編成替えを目的とした。両法のいわゆるプロイセ

ン方式は，職種別金庫をさらに地域別に分割する地区疾病金庫Orts－Kranken－

k鵬senの設立を図り，一方では，雇主の醸出義務規定に割った経営内疾病金庫

Betrie㎞一（Fabrik）Kra皿kenka鵬nの設立を促して労働者と雇主（資本家）の組

織的た把握を意図したものと解される。しかし，1854年の営業条例補助法規を

経たのち，ドイツ産業革命を経験する過程でプロイセン方式は資本家勢カベの

配慮から一歩後退する。1869年の北ドイツ連邦営業条例は，労働者の団結禁止

条項を解除し，任意金庫への加入が証明される場合は強制金庫への加入強制が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（15〕
撤回される旨の免除規定を設けた。同条例は任意金庫の復活を許容したため，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（16）
労働者を任意金庫に結集させることになった。帝国成立後の1876年登録共済

金庫法Gesetzt1〕erdieeing撒㎞ieben釧Hi1f8k鯛鵜n，および営業条例第8篇

改正法Gesetzbetr・dieA脆nderungd鵠Tite1VInderGewerbeordnmgは

ビスマルク社会保険の直接前提をなす立法の1つであるが，ここでも1869年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（I7〕
北ドイツ連邦営業条例にみられた2つの「強制」概念が基本的に継承された。

　登録共済金庫法によれば，登録共済金庫組合員のみが強制金庫への加入義務

を免除され，既存の任意金庫及び強制金庫は1884年末までに登録共済金庫に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（18〕
改組されることになった。登録される金庫は一定の標準規定No㎜enを充すも
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のでなければならず，保険対象は疾病，死亡事故に限定され，災害は除かれた。

同法を補完する1876年改正営業条例は，登録共済金庫に加入していたい16歳

以上の職人，徒弟および工場労働者に強制金庫への加入を義務づけた法である。

両法の意図は間接強制によって任意金庫を統制する点にあった。しかし，任意

金庫に帰属しない労働者のみをゲマイソデ（市町村）の強制金庫に収容すると

した規定は，両者の組合員構成の質的差異を開く結果となり，強制金庫を圧迫
　119〕

した。また，雇主側は登録共済金庫の対象事故が災害事故を含まない点に不満を

持ち，経営内疾病金庫との合体を強く希望していた。かくてr1876年登録共済
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（20〕
金庫法は，実際的運用を満足するものではたい」ために新らたた解決策が用意

されたげればならなかった。その解決の方向は1871年の帝国雇主呉音償責任法

Reichshaftpnichtgesetzの改正問題によって与えられ，災害保険と疾病保険の
　　　（21〕

結合過程で現実に明らかとなった。

皿　社会主義者鎮圧法の限界

　本節は，1878年の社会主義者鎮圧法の「限界」を共済金庫との関連において

検討する。Bi昌marckは社主義会者鎮圧法が上程され，審議されつつあった

1878年10月9日のライヒ議会で次のように演説している。「余は労働者の状態

を改善し，工業生産に一定の役割を果し，労働時間を可能な限り短縮する等の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔22）
目的を有する組合Vereinに対しては，その発達に助力する」。同じく国民自由

党のBe㎜igsenも10月10日のライヒ議会において「労働者はドイツ国内にお
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（23〕
いて団結する権利を有し，社会主義者鎮圧法によって損われることはない・・・…」

と述べた。しかし，社会主義者鎮圧法が施行された10月21日後の数日問に，

ほとんどの社会民主党系労働組合が官憲の捜索を受け，大規模な弾圧が開始さ

れた。かくて，わずか2，3週間内に17の労働組合中央団体，63の地方団体が

存在を停止してしまった。鎮圧法施行後の1年間には，217の団体が活動禁止

処分を受け，ニュールンベルクとオヅヘソバッハの新聞を除いて，47の社会民
　　　　　　　　　　　　　　　　　（24〕
主党系組合新聞が発刊停止処分を受けた。

　この未曽有の弾圧政策に対して，労働者はどのような態度に出たのであろう
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が。当時の最強の労働組合と言われた印刷工組合Buchdrucker－Verbandは弾

圧を避けるために本都をライプチヒからシュツットガルトに移し，組織を共済
　　　　　（25）
金庫に改組した。同じ例は1881年の帽子職工や彫刻師の組合にもみられる。

Enge1bergによれば，このコースの典型は家具職工組合Tisch1er－Organi晩tion
　　　　　　（26〕
の再建方法である。家具職工組合は1878年12月28目に解散を余議なくされ

た。しかしたがら，ドイツ家具職工中央疾病・死亡金庫Zentra1－Kranken－md

SterbekassederTischlerは1876年4月17目の登録共済金庫法に基づく標準規

定を満足していたので解散を免れた。同時に，この金庫の指導者は新聞『Neue

Tisch1erZeit㎜g』を発刊したが，その第1号（1879年1月1日発行）は，政
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（27〕
治的色彩のない全くの技術的専門紙であった。すなわち，家具職工組合が瓦解

していた当時・何よりも組合員との連絡を保ち，団結と連帯を確保する必要が

あったのである。この例にみられるように，弾圧の波が労働組合を襲った時，

団結と連帯の基礎は「共済金庫」にあったと思われる。1880年に入ると社会民

主党は，その合法的運動の拠点をすでに共済金庫に確保しており，次に労働組

合を再建する運動に入っていく。いわゆる職能別組合の設立運動でおる。

Engelbergはこの点に関して，「共済金庫を設ける関係で一大抵はそれに依
　　　　　　　　　　　　（28）
存して一職能別組合が生じた」と報告している。また，「いずれの場合にも，

新しく生じてくる労働者組織に尽力した合法的な労働者運動の意義は共済金庫
　　　　　　　　　（29〕
への運動の中で示される」と。1881年には，ベルリンで15の職能別組合が生

れたし，ハンブルクでは6つの職能別組合が労働組合の実質的運動を展開して

いた。職能別組合は，官憲の解散命令を受けた場合，直ちに他の組織，すなわ

ち「共済金庫」に名目を変更して，組合運動を容易に継続しえた。鎮圧法下で

は，労働運動は種々の形態をとりたがら，組織の可変性を太いに利用して，合法

的に弾圧に突撃していった。中でも，共済金庫と職能別組合は相互に影響しあ

いたがら，実質的に労働運動の中核を形成していた。工880年代に入ると官憲の

取締りも以前ほど厳しくなくなり，Mehringのいう「温和な実践mi1de　Praxis」

の時代に入るが，それはまさに共済金庫や職能別組合形態の運動を取締る術が
　　　　　　　　　（30）
なかったためと思われる。
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　さて，社会主義者鎮圧法下における労働運動の形態を若干ながら考察した結

果，次のことが確認されよう。すなわち，鎮圧法が組織的弾圧として労働組合

を襲い，これを潰滅させた状態下では，共済金庫が共済活動を通して労働組合

の基本的任務（組合員の団結と連帯）を代って担当した事実である。鎮圧法が

施行されて1年，混乱と沈滞から漸く脱出し，従来の労働組合を再建せんとす

る機運はこの共済金庫によって与えられた。Nestriepkeは労働艦合の再興につ

いて「労働組合によって設立され，これと独立の存在をもっていた疾病金庫の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（31〕
多くが，官憲の解散を免れたことは極めて重要な意義を持った」と述べている。

鎮圧法下では，労働組合が争議規約を削除して共済金庫に転身せざるを得ない

状態と共に，家具職工組合の例に。あるように，積極的に共済金庫を活動の中核

として利用する傾向が生じてくる。Frickeは「任意金庫，救済団体，職能別
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（32〕
組合が労働組合組織の新しい出発点を形成した」とみている。職能別組合の建

設は共済金庫を基礎に始まった口また，職能別組合が中心となって共済金庫の

中央組織を形造っていく。労働組合から放逐された労働者は共済金庫に結集し

て組織の再建に乗り出す。共済金庫は組合員の疾病，死亡事故のみならず，日

常生活の全般を援助する組織として機能した。共済金庫は組合活動の基礎的役

割を担当し，順次，職能別組合に闘争拠点を移していく。しかし，職能別組合

の背後には，常にこの共済金庫が存在したのである。

　1880年末には，プロイセ：／内に559の疾病金庫がユ23000人を擁して登録金

庫の法人格を取得していたが，そのうち112が登録共済金庫法以後に新設され
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（33〕
たものであり，あとの447は任意金庫からの転身である。この任意金庫の転身

は，労働組合の偽装を意味するもので，組織を温存し，弾圧を回避する最良の

策であったと考えられる。ユ883年，ドイツの各地で開かれた社会民主党の地区

大会の席上，党の下院議員団は，雇主や官庁の不当な圧力を受けたい任意金庫

　　　　　　　　　　　　　　　　　｛34〕
を創設し，これに参加するよう呼びかけた。党の方針は労働者階級の大多数の

支持を集め，登録共済金庫，未登録共済金庫への加入が増大した。特に登録共

済金庫の組合員数はユ880年末の6万人から1885年末の75万人へと急激に増加

した。他方，未登録共済金庫は1880年末現在，既に4342の金庫と716，738人
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の組合員を有していた。これに比較して，強制金庫たる地区疾病金庫は，同年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（35〕
末，現在プロイセン内で278，諸邦で20にすぎなかった。官憲がこのような性

格をもつ共済金庫を解散せしめられなかった理由としては，労働者の経済団体

には攻撃を加えたいと言質を与えた1878年10月9日のBismarck演説もさる

ことながら，社会主義者鎮圧法第3条の政治的偏向をとらぬ限り，金庫の存続

を認めるとした規定が，実質的に共済金庫の広範な政治活動の場を許容したた

めであろう。Engelbergはこの点について「官憲は，社会主義者鎮圧法施行後

1年以内なら大々的な弾圧を加えたであろう社会民主党の多くの活動も，合法

的な共済金庫活動を先頭にして活動している段階では，これを許容せざるを得
　　　（36）

なかった」と記している。

　ともあれ，共済金庫が社会主義者鎮圧法施行下の労働運動の中核として，ま

た活動家を結ぶ連絡点として最も重要た役割を担当した事実は行論から明らか

であろう。そして，その事実こそが，（1〕1876年登録共済金庫庫法，（2〕1878

年社会主義者鎮圧法を全面的に再検討する契機を与えたのでおり，両法の欠陥

を補充する政策立法の登場を必然たらしめたといえるのである。社会主義者鎮

圧法の失敗はまさにこの共済金庫を破壊できたかったからに外ならたい。ビス

マルク社会保険は，とりわけ1883年疾病保険法はかかる社会主義鎮在法の欠

陥を補充し，共済金庫の社会的機能（団結と連帯）を破壊するメカニズムを内

包していたのでおる。

IV　ビスマルク社会保険の登場

　疾病保険法案は，1882年4月10目に連邦参議院B㎜d艶ratに提出され，こ

こで若干の修正を受けた後，同年4月29日，ライヒ議会Reic肘agに上程され

た。法案は1876年の共済金庫に関する2つの法律に代って全般的た強制疾病
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（37）
保険の導入を内容とした。保険トレーガーについては，既存の各種金庫を利用

し，これに加入しない労働者をゲマイデ疾病金庫Gemeinde－K胴nkenkassenに

収容するとした。同法案と同時に提出された災害保険第2次法案では，「待期期

間」を13週と定めたが，その間の給付は全面的に疾病保険の担当とされていた。
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さらに，本来災害保険が負担すべき短期の加療，疾病手当を疾病保険に転嫁し

た点を理由に，雇主はゲマイソデ疾病金庫と地区疾病金庫に対して，保険料の

3分の1を醸出する義務を課された。ただし経営内疾病金庫がこれに代位する

ことが認められ，その場合，労働者は労務契約により経営内疾病金庫への加入

義務を負担した。法案は，委員会審議を経て，本会議の第2読会（1883年4月

19日から同月30日まで）第3読会（同年5月23日から同月31目まで）の審議の

後，ほば全面的にその内容を貫徹して成立した。

　社会民主党は疾病保険法案審議の最終目（1883年5月31目）Dietzに次のよ

うな演説を行なわしめている。「疾病保険法案は，労働者階級の要求を全面的

にも部分的にも充しておらず，むしろ多くの点で状態悪化を意味する。……資

本家の弾圧手段とたりうる経営内金庫，労働者の任意金庫の不安定な地位，金

庫資産の自由な処分の制限，全体としての官憲的性格一これらを内容とする

疾病保険法を労働者の救済手段であるとか，まじめだ社会改良の礎石であると

認めるのは不同能である。従って社会民主党は充分な考慮の結果，同法案に反
　　　　（38）

対投票する」。社会民主党は1876年登録共済金庫法の制定時から一貫・して，雇

主，国家による疾病金庫管理に反対し続けてきた白1883年には，Bebe1を中心

に，疾病保険法の性格についてのパンフレットを発行する等，積極的に任意金
　　　　　　　　　　　　　（39〕
庸を保持する運動を展開している。労働者階級が疾病保険に反対する最大の理

由は，！878年社会主義者鎮在法に対して低抗機能を発揮した共済金庫への攻撃

意図を見抜いていたからである。1883年疾病保険による共済金庫への攻撃意図

は次のように説明しうるであろう。

　（1〕社会主義者鎮圧法下の労働運動は，合法的な活動拠点を共済金庫に求め

て活動を継続発展せしめ，Leninのいう「ドイツ労働運動の英雄時代」を築き

あげた。かかる共済金庫の活動場は1876年登録共済金庫法によって与えられ

たものである。従って，同法の変更による任意金庫の改組，解体がたい限り，

労働組合の偽装，転身を阻止し，運動拠点を破壊することは困難であった。

1883年疾病保険法は「強制」によって1876年登録共済金庫法を吸収し，共済

金庫の活動に一定の枠を課すことによって「上」からの介入を用意したもので
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　　｛40〕

あった。

　（2〕1883年以前にも，雇主の管理する経営内疾病金庫が，西部ドイツの家父

長主義的大経営を中心に発展していた。その後，1883年疾病保険法が保険トレ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（41）
一ガーとして経営内疾病金庫に道を拓いたため，急速た発展をみた。Reichwein

によれば，1934年1月1日現在の経営内疾病金庫数のうち，15％は1883年以
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（42〕
前から存在し，54％が1884年から1900年にかけて設立されたものである。こ

の統計にみられる経営内疾病金庫の発展は，労働者の共済金庫との競合の結果

達せられたものと解される。疾病保険法は経営内疾病金庫を保険トレーガーと

して導入し，労働者の共済金庫と競合関係に置くことによって，いわば，「横」

から共済金庫を破壊に導こうとした。そして労働者を経営内に閉塞させ，横断

的な労働運動の分断，孤立を意図したものであった。

　（3〕さらに，1883年疾病保険法は雇主の3分の1醸出を義務づけた。雇主醸

出は，醸出に伴う雇主の金庫への発言権の増大とたって現われる。Rosenberg

はこの点に関して，ビスマルク社会政策〔疾病保険〕は，労働者を経営内に圧
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（43〕
縮し，雇主の経営内における自由な裁量を保証しだとみている。雇主醸出は労

働者の金庫運営を「下」から破壊するものであった。

　以上の経緯からわかるように，1883年疾病保険法は労働者の共済金庫を根底

から破壊せんとするきわめて政略的な法体系であった。さらに，災害保険の待

期期間を負担した事実を考え併せれば，1883隼疾病保険法はビスマルク社会保

険の「カナメ」として立法者の政策意図を集中的に表現する政策手段であった

といえるであろう。

　Bismarckがこの疾病保険に，労働組合の共済機能を劉奪してくみ込むモメ

：／トは，すでに救済金庫の1類型として概観した坑夫組合金庫に求められる。

当時の坑夫組合金庫は，全般的強制と雇主醸出をすでに制度化しており，労働

組合運動を事実上窒息させていた。これについてVoge1は，共済金庫の管理

が圧倒的に労働者の手に握られていたため，大工業資本家Stm㎜は坑夫組合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（44〕
金庫をモデルとした組織づくりに着手したと述べている。Kuczy㎜kiも，この

点について・大工業資本家は社会保険を本来拡張された坑夫組合金庫の一種類
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　　　　　　　　　　　f45〕
と考えていたと述べている。1878年9月のライヒ議会で，Stummが廃疾・老

齢金庫の創設を全工場労働者に適用するよう提案した時，彼は明らかに坑夫組
　　　　　　　　　　　（46〕
合金庫を念頭においていた。Bismarckは1878年のStumm提案を統計資料

の不足を理由に保留したが，直ちに側近のTiedema㎜に命じて坑夫組合金庫
　　　　　　　　　　　　　｛47〕
の規約その他を検討させている。その具体的成果は，ビスマルク社会保険の最
　　　　　　　　　　〔48〕
後を飾る廃疾・老齢保険の社会的装置として採用されるが，疾病保険登場の政

治的理由がStu㎜n提案を背景にしていたこともまた疑いたい。

　1881年の「社会的語勃」の発布にあたっては，すでに坑夫組合金庫にみられ

る強制を含めた保険技術が完備しており，Bismarekは坑夫組合金庫の社会的

機能を全国的に拡充することによって，労働者階級を組織的に把握し，労働運

動の横断的連結を防止せんとした。すたわち，ビスマルク社会政策は労働運動

の母体であり，活動拠点であった共済金庫を社会保険に吸収することによって，

労働運動全般の瓦解を狙いとしたものであり，その本質は共済金庫を結集点と

する闘争的労働組合を無力た「坑夫組合」に転落させようとする転換政策に外

ならたかったのである。この意味において，ビスマルク社会保険は，社会主義

者鎮圧法の弾圧機能を補充するものであり，「社会的・政治的側面」について

いう限り，「アメ」コ：りも「ムチ」として労働運動に対する攻撃的意図を含んだ
　　　　　　　　　　（49〕
ものと解されるのである。

（注）
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　（48）1889年廃疾・老齢保険法は，その成立過程からみて，疾病保険および災害保

　　険制定時の政党のモチーフとは異った，新たな体制の下に推進された。1880年代

　　の後半に至って，西部大工業資本家と二・ン・カーの関係が冷却化するに伴い，むし

　　ろユンカー利害に沿った政策が打ち出される。ビスマルク社会保険のこうした別

　　の局面については，別稿（拙稿「ビスマルク社会保険研究の一視角　　経済的必然

　　性論1〕，ω」『一橋論叢』昭和46年5月号及び6月号）においてふれるつもりで
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　（49）　ビスマルク社会保険が「社会的・政治的側面」において「ムチ」とすれば
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　　政策意図に内包される「機能」として理解されなければなるまい。この点のたち

　　入った検討も別稿の課題である。

　　（1970年10月20日脱稿）
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